
鉄道企業の「無過失」賂償責任  

一席切事故に．民法717粂を  

適用することへの疑問  

中 山  

Ⅰは し が き   

踏切事故によって通行人串側に生じた損害の賠償責任を通行人串側が鉄道企  

業に対して追求する方法にほ，三通りがある。第一成，汽車・電車の運転士卒  

るいは踏切智手などの鉄道企業の従業員の過失を理由に・して，民法715条によ  

る使用者責任を問う方法であり，第二は，踏切道に・保安設備を全く設けず，ま  

たは適切な保安設備を設けなかったなどの点で，鉄道企業に過失があるとL  

て，民法709条による直接の過失責任を問う方法であり，第三は，土地のエ作  

物たる踏切道に．おける軌道施設の設置または保存に取舵があったとして，民法  

717粂による工作物責任を問う方法である。   

これらのうち，工作物責任を問う方法は，最高裁判所の昭和46年4月23日の   
（1）  （2）  

判決以来，他の二つの方法と同様に，判例として完全に定着しただけでなく，  

最も適切な法的構成であるという評価を，多くの学者によって与えられて－い  
（3）  

る。この趨勢を見れば，躇切事故の損害賠償責任の「理論構成の当否をめぐる  

（1）民集25巻8号351ペ1－ジ。  

（2）その後出された判決には，次のようなものがある。痕判昭和46・9・28判時646号   

44べ－ジ，東京地判昭和47・1・19判時664号57ページ，その控訴審・東京高判昭和   

48・＿7・20判時716号45ペ1－ジ，神戸地判昭和47・2・16交通事故民集5巻1号212ペ   

－ジ，東京地八王子支判昭和47・10・18交通事故民集5巻5号1448ぺ・－ジ，鹿児島地   

判昭和47・11・8判時70絹・73ぺ1一ジ，東京地八王子支判昭和50・さ・14判時789号65   

ペ－ジ，大阪地判昭和51・1・29判時831号78ペ・－ジ。なお，防護柵の有刺鉄線が切   

断されたまま㌢こなっていた部分から電車軌道内に・侵入した幼児が電車にひかれて死   
亡した事故について，名古屋地判昭和49・4・19判時754号70ぺ1一ジ。  

（3）前掲・最判昭和46・4丁23の批評・解説として，宮原守男・判例タイムズ265号64   

ペ1－ジ，同・別冊ジ音．リスト47号・民法判例百選Ⅱ債権208ペ・－ジ，徳本鋲・民商   
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争いは事実上ここにはぼ終止符が打たれ，今後はヨ鼓庇の具体的認定基準が判例  
（4）  

法上の主たる課題となって行く」であろうという予想ほ，首肯するに足りる。   

しかし，それに．もかかわらず，私は，踏切事故の損害賠償責任を工作物責任  

として構成する方法は，判例と学説が今日持つに／至ったポリシ・－を表現するた 

めには，あまり適当でないと考え．る。判例と学説が今日持つポリニゾ、－を析出  

し，かつ，それを現行法の条文にこだわらずに規範として－文章に表現すれば，  

鉄道企業の損害賠償責任は，実はいわゆる「無過失責任」の性格を有するとい  

うことが判明する。このような性格を有する責任をエ作物責任として構成すれ  

ば，いくつかの無理が生まれるム 民法709粂の「過失責任．」として－構成しても  

同様の無理が生ずるが，同じ無理が生ずるならば，むしろ民法709粂によって  

構成する方がよいと，私は思う。その方が規範の実質的な内容をよりよく表現  

できると思うからである。   

このようなことを，次の順序で説明していく。まず，踏切事故の損害賠償請  

求事件に民法717粂を適用する判例がどのような法的構成をしてこいるのかを紹  

介し，次にり その判例の二方法がその種の事件を解決する方法の中で主流を占め  

るに．至った原因の探求を通じて，その判例が今日持つポリシ・－がいかなるもの  

かを明らかにする。第三に，ある具体的な事件を判例のポリシ・一に．基づいて解  

決し，かつ，それを民法717粂で法的構成してみると，かなりの無理が生じざ  

るをえないことを示す。第四に，その無理が生ずる原因を探り，踏切事故の損  

害賠償請求事件め解決に用いられるべき規範の其の姿を明らかにする。最後に 

は，判決の理由づけのためにその規範が表現されるべき形式として，民法717  

粂よりもむしろ民法709粂の方が適当であることを示す。  

ⅠⅠ判例の法的構成  

周知のように民法717粂第1項は，土地の工作物の設置または保存に競疲が  

法雑誌66巻5号884べ・－ジ，横山長・法曹時報24巻9号120べ・－ジ，川井健・法学  

協会雑誌90巻3号554ペ・－ジ．，五十嵐清・別冊ジヱ．リスト48号・交通事故判例百選   

（第2塀）164ペ1－ジ○  

（4）横山・前掲123べ1－ジ。   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



第50巻 第5・6号  654  ・－Jくタ4－・  

あることによって∴他人に．損害が生じた場合に．，その工作物の占有者または所有  

者が被害者に対して損害賠償責任を負うべきことを規定する。   

判例は，踏切事故の損害賠償請求事件に民法717条を適用するために，ま  

ず，保安設備をも含めた一価のものとして，踏切道の軌夢施設を土地の工作物  

であると考え，かつ，その設革に腰庇があるか否かは，踏切道の校能を果たす  

ことができるか否かに．よって決まると考える。すなわち，「列車運行のための  

専用軌道と道路との交差するところに設けられる踏切道は，本来列車運行の確  

保と道路交通の安全とを調整するために．存するものであるから，必要な保安  

のための施設が設けられてはじめて踏切道の機能を果たすことができるものと  

いうべく，したがって－，土地の工作物たる踏切道の軌道施設は，保安設備と併  

せ－・体としてこれを考察すべきであり，もしあるべき保安設備を欠く場合に 

は，／土地の工作物たる軌道施設の設置に腰庇があるものとして，民法て17粂所  

定の帰貴原因となる」という。   

破庇の有無の認定に．ついては，より具体的に，次のように．述べられる。「踏切  

道に．おける軌道施設に．保安設備を欠くことをもって，工作物としての軌道施設  

の設置に澱庇があるというべきか否かは，当該踏切道における見通しの良否，  

交通量，列卑回数等の具体的状況を基礎として，前示のような踏切道設置の趣  

旨を充たすに足りる状況にあるかどうかという観点から，定められなければな  

らない。そして保安設備を欠くことにより，その踏切道における列車運行の確  

保と道路交通の安全との調整が全うされず，列串と横断しようとする人との接  

触に．よる事故を生ずる危険が少くない状況にあるとすれば，踏切道における軌  

道施設として本来具え．るべき設備を欠き，踏切道としての機能が果されていな  
（6）  

いものというべきであるから，かかる軌道設備にほ，設暦上の渡庇がある」。  

（5）以上の文章は，前掲・最判昭和46・4・23による。同判決はさらに，行政取締規制   

との閑廃について，次のように．述べる。「運輸省鉄道監督局長通達‥・…で定められ   

た地方鉄道軌道及び専用鉄道の踏切道の保安設備設置標準」「は行政指導監督上の   
一応の標準として必要な最低限度を示したものである・‥・から，石基準に・よれば本   

件踏切道には保安設備を要しないとの一番をもって，踏切道における軌道施設の設   

置に畷庇がなかったものとして民法717条による土地工作物所有者の賠償責任が否  

定されるべきことにはならない。」   
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この判例は，踏切事故が発生した当該踏切道に保安設備がない（または，十  

分な保安設備がない）ことが，土地工作物の設置上の敢庇に・あたるか否かを問  

題に．し，その濃痕の有無は，当該踏切道に．おける見通しの良否，交通量，列車  

回数等の具体的状況をも考慮の対象にした上で，事散発生の危険性が少なくな  

いか否かに．よって認定す－る。   

判例のこの基本構造について－，とくに次の二点に注目したい○   

第一濾は．，ある踏切道における事故について鉄道企業が損害賠償責任を負う  

か否かが，主として当該踏切道における軌道施設の設置に腰庇があるか否かで  

決定されることである。事故発生の危険性の多少に・よ、つて，軌道施設の設置に  

規庇があると認定される踏切道もあれば，俄庇がないと認定される踏切道もあ  

る。保安設備を有しないという点で共通性を持つ踏切道でも，それぞれの踏切  

道に．おけるその他の具体的状況によって事故発生の危険性が異なれば，一方の  

踏切道に．は濃庇があると認定され，他方の踏切道には敢舵がないと認定される  
（6）  

ことがありうる。その環庇の有無の認定が，鉄道企業の貴任の童無の決定に・直  

結するのである。   

第二点は，当該踏切道の軌道施設の設置に瀬庇があるか否かは，当該踏切通  

そのものの具体的状況がいかなるものかのみによって判断されるべきであり，  

当該事故の当事者が事故発生にあ一た、つてどのような行為をしたか㌢こよって左右  

されるものではないことである。当事老が実際になした行為は，当該踏切道に  

おける事故発生の危険性の具体的現れとしてのみ，したがって，当該踏切道に 

おいてさまざまな人間がなすであろう行為の一つの具体例としてのみ，壊庇の  

有無の認定に．関係するのであって，それ以上の特別の意味は持ちえないのであ  

る。  

（6）踏切事故の損害賠償請求事件に．民法717条を適用する判決（中山充「踏切事故の   

損害賠依・1」法律時報46巻7号159ペ・－・ジ以上，および本論文の注2参照）のう   

ちはとんどは，畷庇があると認定しているが，環庇がないと認定する判決も少数な   

がら存在する。たとえば，東京地判昭和37・5・29下民集13巻5号29ペ、－ジ，前掲・   
兼京地八王子支判昭和47・10・1寧，前掲・大阪地判昭和51・1・290   
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ⅠⅠⅠ判例のポリシ1－   

－・J∂β－・  

では，なぜ，踏切事故の損害賠償請求事件を処理する判例のうちで、民法717  

粂を適用する判例が主流を占めるに至ったのであろうか。   

この原因を知るためには，まず，踏切事故の損害賠償請求事件に関する判例  

の移り変わりを，歴史的に眺める必要があろう。   

その痩の事件を扱う判決のうち，請求を認容するものの率が，戦前に・比べ  

て，戦後はきわめて高くなっている0ではァいかなる条文が適用されたのか。  

民法715条を適用して踏切番人または運転士の過失の南無を前提に・鉄道企業の  

使用者責任の有無を問題にする判決は，明治時代から今日に至るまでのすべて  

の判決のうちのはとんどを占めるが，最近ではやや減少している。同条を適用  

する判決のうち，踏切番人または．運転士に過失があると認定するものは，大正  

8年まではほとんどすべでであるが，その後は急に減少し，半数を割るに至っ  

ている。次に，民法709条を適用し鉄道企業の過失の有無を判断する判決が全  

判決の中で占める割合は，大正10年頃患では小さいが，その後は増大してい  

く。しかし，昭和26年に民法717粂を適用する判決がはじめて－出され，その後  

非常に増大してくるにつれて，やや少なくなってこきている。民法709粂∴を適用  

する判決のうち，鉄道企業に過失があると認定するもの′は，大正10年項までは  

ごく僅かしかないが，その後は次第に増大していく。しかし，その割合は半数  

に．も達せず，とくに．，民法717条も同時に適用する判決は，鉄道企業′に・過失が  

ないという認定を例外なく行なう。他方，民法717粂を適用する判決は，その  

はとんどが，踏切道における軌道施設の設置に規庇があると認定し，そわ結  

果，鉄道企業の損害賠償責任を認めている。その数は，最近■では，民法709条  
（7）  

により責任を認める判決の数を大きくしのいでいる○   

この移り変わりは，次のように分析できる。   

請求認容率の増大は，鉄道企業の安住を認める範囲を拡大しようとする裁判  

実務の方向を示す。 

この範囲の拡大は，民法715粂によってははとんど果たされない。なぜな  

（7）中山・前掲7号157ペ－ジ，および162べ1－ジ以上の判例一・覧表参照。   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



鉄道企業の「無過失」賠償責任  ・－・Jβ7・－・  657  

ら，電車・汽車のよりいっそうの高速化に．より，運転士が事故防止のために現  

実にとりうる措置の範囲が縮小する結果，事故発生について運転士に過失があ  

るとはとうモーい認定しえない場合が増大してきたからである。踏切事故防止  

は，運転方法によっでではなく，むしろ主として踏切道に．おける保安設備に．よ  

ってなされるべきことに．なる。しかも，軌道と道路との立体交叉化などに．よる  

踏切道の廃止，あるいは保安設備の自動機械仙と．より，踏切番人は姿を消し七  

いき，この点でも民法715条の適用の範囲が縮小サーる。それだけでなく，すで  

に多くの論者が，同条によって鉄道企業が損害賠償責任を負った場合に使用者  

から踏切番人または運転士への求償が許される結果がもたらされることを不当  
（8）  

とし 同条の適用は望ましくないと主張していたのである。   

鉄道企喪の責任を認める範囲の拡大は，民法709条に．よってある程度まで実  

現される。事故発生の危険性がより小さな踏切道に．も何らかの保安設備，また  

はより高度な保安設備を設置する義務が鉄道企業にあるにあるとすることによ  

って，鉄道企業の義務を高度化し，その違反たる過失の認定を容易にするので  

ある。しかし 判例はこの義務の高度化を，一億の程度で押しとどめた。つま  

り，鉄道のように災害発生の危険を伴う事業を行なう老は，その事業によって  

生じうる災害を未然にご防止すべき義務を萌するが，踏切道の保安設備を完備す  

るために公共事業としての交通事業の経営が不可能になるよう七場合は災害防  

止義務が－・定限度に．おいて阻却されるから，鉄道企業は，事故発生の危険性が  

ある程度大きい踏切道に．のみ一・定の保安設備を設置する義務を負う，というの  
（9）  

である。   

鉄道企業の過失の前提たる災害防止義務のこの限定と表裏－・体であるのが，  

この種の事件に・も民法717粂を適用するということである。事故発生の危険性  

がもっと小さい踏切道における事故についても鉄道企業に責任を負わせるため  

には，民法717粂を適用する方が「よいと考えられたのである。   

なぜか。民法717粂の工作物糞任が危険責任の原理によって根拠づけられて  

（8）中山充「踏切事故の損奮賠償・2完．」法律時報46巻8号158ペ・一ジ参照。  

（9）中山・前掲8号160ペ・－ジ以上。   
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（10）  

いるからである。   

かっての通説は，同条の工作物責任の規定を無過失責任であると解してい  

た。工作物の占有者は注意義務を尽くしたことを立証することによって免責さ  

れるが，所有者には免責は認められず，したがってこその責任は絶対的であると  
（11）  

解していた。最近でほこの解釈に修正が加えられ，「この責任も、工作物の設置  

または保存に『瀬庇』があることを要件としているのであって，その限りでは  

完全な無過失責任ということではできず，いわば，客観的な環庇から主観的な  

過失を推定したもの，ないしは，主観的な過失を客観的な環庇の形で定型化し  
（12）  

たものというべきである」といわれる。また，同条のエ作物責任が無過失責任  

であるのは，「所有名は場合により他人の過失に対して責めを負うことになる」  
（13）  

という意味檻おいてであるといわれる。  

（10）たとえ．ば，末弘厳太郎・債権各論1091ページ，鳩山秀夫・増訂日本債権法各論下   

巻926ページ，我妻栄・事務管理・不当利得・不法行為（新法学全集）180ペ・－ジ，  

未川博「土地のエ作物による損害の賠償責任」権利侵害と権利濫用745ペ1－ジ以下、   

宗官信次・債権各論428ペ・－ジ，石田文次郎・債権各論278ページ，加藤－・郎・不法  

行為（法律学全集）192ページ。それに．対して，報償責任に．よって根拠づける説も  

ある。岡松参太郎・無過失損害賠償茸任諭768ペ－ジ，副次的に．ではあるが，末川・  
前掲74（ヨペ1－ジ。  

（11）鳩山・前掲929ペ、－ジ，我妻・前掲179ペ－ジ以下，末川・前掲744ページ以下，  

石田・前掲278ペ1－ジ以下。  

（12）加藤・前鱒20ペ1一ジ，196ページ。五十嵐清・注釈民法（19）307ペ・－ジも岡見解。  

（13）五十嵐・前掲807ペ1一ジ。この説は，同条の起草者が土地工作物の設置または保   

存についていずれかの人の過失があることが同条の責任の基礎であるという見解を   
有していたことをも考慮して，主張されている。現行民法717粂に対応する草案725   

粂ほ，土地工作物の占葡者の責任のみを規定するものであり，現行717粂の規定の  

うち，1項但雷の全部，および∂項のうちの「又ハ所有者」の文言を欠くものであ  

った。この占有者の責任の基礎にほ，土地工作物の設置または保存についてのいず  

れかの人の過失がある。占奄暑が自分に過失がない場合に．も，他人の過失により生   

じた畷庇について安住を負うことがあるのは，公益上便利であるからであり，損害  

の発生を防く“ことに直接の関係のある者に．その糞任を負わせるのが－・番効力がある  

からである。草案起草者の見解はこのようなものであった。この草案を審議した法   
典調査会でほ，責任者を占有者のみにすることに反対して，日本の実情からいえば  

むしろ所有老の方が安めに任ずづきであるという見解や，占有者と所有者の両者と  

もが安めに．任ずべきであるという意見が出された。結局は，原劇として賓任者は占   

有者とするが，占有者が損害の発生防止について必要な注意をしたときには所有者   

に責任を負わせるという折衷案が可決され，現行の717粂が成立したのである。（法   
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このような見解の違いがあるに・しても，民法717条が危険責任の原理，すな  

わち「危険物を管理する者は，それから生じた損害について－賠償責任を負うべ  
（1・1）  

きだという考え」に基づき，それゆえに，民法709条では問え．ない加害者の責  

任も，民法717条によれば問うことができると考えられる点には違いはない。   

このことは，踏切事故の損害賠償請求事件では，次のように現われる。民法  

709条に．よって－鉄道企業の責任が問われる場合，鉄道企業の過失の有無の認定  

の前提として，当該踏切道にいかなる保安設備をなすべき義務を鉄道企業が負  

うかが問題にされ，その義務は，当該踏切道における見通しの良否，交通量，  
（15）  

列車回数等の具体的状況を考慮して認定される。これらの要素は，民法717条  

が適用され 当該踏切道に．おける軌道施設の設置上の親戚の有無が認定される  

際に．考慮される諸要素と全く同じである。しかし，軌道施設の設置上の澱庇  

は，鉄道企業の過失の有無に関係なく存在しうる。つまり，鉄道企業に嘩失が  

ある場合にはもちろんのこと，過失がない場合にも，軌道施設の設置に鞍庇が  
（16）  

あるという認定ができる。したがって，民法709粂によれば鉄道企業の責任が  

否認される場合にも，民法717粂によれば鉄道企業の責任が認められることが  

ありうるのである。   

踏切事故の損害賠償請求事件を処理する判例のうちで，民法717粂を適用す  

る判例が主流を占めるに至ったのは，結局，鉄道企業の責任を認める範囲を拡  

大するためにiも 同条によって法的構成をすることが最も適当であると考えら  

れたからである。しかも，その鉄道企業の責任は，いわゆる「過失責任」で根  

拠づけられるものの範囲を越えており，鉄道企業に．「過失」がない場合にも鉄  

道企業が責任を負うことがあるようにするのが公平な解決である，と考えられ  

るのである。このような公平な解決をはかるのが，判例のポリシーである。  

典調査会・民法議事速記録41巻52丁以下。それの詳細の紹介として，五十嵐・前掲  

304ペ1－ジ以下，沢井裕・公害の私法的研究194ペ・－ジ以下，中井美雄「土地工作物  

安住」現代損害賠償法講座6巻138ペ1一ジ以下，目崎背久「工作物責任法理の交錯」  

法律時報49巻1号27ペ1－ジ以下。）  

（14）加藤・前掲20ペ・－ジ。  

（15）中山・前掲7号155ページ以上。  

（16）中山・前掲8号159べ一ジおよび158ペ1－ジ参照。   
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ⅠⅤ 判例の法的構成に生ずる無理   

このような判例のポリシ・－を前提にし，かつ民法717粂を適用すれば，次の  

二つの事件は，どのように解決されるのであろうか。   

－・つは，暫報磯も遮断機も設置されていて，しかもそれらが正常に作動して  

いる踏切道に．おいて，幼児が遮断棒の下または横のすき聞から軌道内に入り込  

んで列車にひかれて死亡したという事件である。この事件で，裁判所は，幼児  

側が請求する損害賠償を，完全に．否認することはないであろう。確かに．，民法  

717条を適用しても，警報磯も遮断機も設記されてごいるから，当該踏切道に．お  

ける軌道施設の設置に救症がないと認定して，請求を棄却することは，文理上  
「  

可能である。しかし，鉄道企業に「過失」がない場合に．も鉄道企業に．責任を負  

わせることをも認める判例のポリシ、－・から考えて，損害賠償の請求が認容され  

ると考えるのが自然であろう。幼児の監督義務者に過失があるとして損害額の  

うちのかなりの部分が過失相殺されても，いくらかの損害賠償は認められるで  

あろう。請求認容の理由は，遮断棒の下方または横軋幼児の軌道内への進入を  

阻止する装置がなかったことが，当該踏切道に．おける軌道施設の設置上の壊庇  

であり，この壌庇に．よって∴幼児側に損害が生じた，ということに求めることが  

できる。   

他の－・つは，同一・の踏切道において，成人の自動卑運転者が考えごとをして  

いて踏切道に気づかず，遮断棒で閉鎖されている踏切道の軌道内に．自動車を突  

込んだために．事故が発生し，その成人が死亡したという事件である。この事件  

でほ∴、かに鉄道企業に「過失」がない場合にも鉄道企業に資任を負わせるこ  

とをも認める判例のポリシー・によっても，自動車運転者側が請求する損害賠償  

は完全に否認されるであろう。その理由は，当該踏切道には警報機も遮断頼も  

設置されているのであるから軌道施設の設置にヨ鼓庇はない，ということに求め  

ることができる。   

これら二つの事件に対する相異なる結論にそれぞれつけらわた理由は，互い  

の関連を考えなければ，納得のいくものであろう。しかし，それらの理由を互  

いに関連させてみれば，同一・の踏切道について，ある事故では軌道施設の設置   
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に敢庇がなく，他のある事故では覚庇があると認定されていることが明らかに  

なる。これは背理である。なぜなら，壊庇の有無は事故発生の危険性の多少に  

よって決■まるのであるが，その危険性の大きさは一つの踏切道について一つの  

値として表わされるべきものであり，その値がいかなるものかによ、つて，当該  

踏切道の軌道施設の設置に環庇があるか，それとも敢庇がないかのいずれか－ 

方に確定するこ．とになるはずだからである。   

この背理を無くすために．札 幼児の事故の瘍合には瑛庇があると認定する  

が，自動車運転者の事故の場合には，猥庇があることを原告が立証して－いない  

として，壊庇の有無の認定を確定的に行なうことを避けるというように，訴訟  

技術的に問題を解決する方法をとることもできる。しかし，この方法をと、った  

としても，実体的には，当該踏切道における軌道施設の設置に恨庇があるかな  

いかのどちらかに．確定しているものと考えなければならない。本論文のように 

実体法の側面から問題を解決しようとするならば，問題は，まさに実体的にと  

らえられなければならない。したがって，背理を無くすためには，どちらの事  

故の場合にも彼庇がないと認定するか一それとも，どららの事故の場合に．も放  

庇があると認定するかのいずれかにしなければならない。他方，幼児の事故の  

場合には鉄道企業に責任があり，自動車運転者の事故の場合には鉄道企業に責  

任がないという結論は，維持しなければならない。結論を固定しながらそのよ  

うに理由を変えることは，はたして可能であろうか。   

まず，どちらの事故の場合にも，当該踏切道に．おける軌道施設の設置にヨ毀庇  

がないと構成してみる。そうすると，幼児の事故の場合については，敢庇がな  

いにもかかわらず鉄道企業が責任を負う理由を，どこかに求めなければならな  

い。敢症がないとする以上，民法717条に．その理由を求めることは，もはやで  

きずゝ解の鹿又に求めなければならない○ しかし，判例に・よるかぎり，理由を  

鉄道企業の過失に求めることは不可能である。なぜなら，鉄道企業に過失のな  

い場合に当該踏切道に‥おける軌道施設の設置に項庇があるという認定は可能  

であるが，逆に，それにヨ最庇がなければ，鉄道企業には必らず過失がないので  

あ、つて，過失があるという認定はできないのである。また，鉄道企業の責任の   
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理由を民法715条の使用者責任に求めることが不適当であることも，すでに．明  

らかにした。このように，鉄道企業に損害賠償責任を負わせることができる理  

由を見出せないとすれば，どちらの事故の場合にも瑛疲がないと構成する方法  

をとることは不可能である。   

次に，どちらの事故の場合に．も，当該踏切道における軌道施設の設置に敢庇  

があると構成してみる。そうすると今度は，自動車運転者の事故の場合につい  

て，放庇があるにもかかわらず鉄道企業が責任を負わない理由を，どこかに求  

めなければならない。この理由は民法717条の解釈の範囲内で見つけることが  

できる。当該鹿切道における軌道施設の設置上の澱庇と事故の発生との間に因  

果関係がないことを示せばよいからである。自動車運転者の事故の場合にも，  

幼児の事故の例を参考にして，遮断棒の下方または礁に幼児の軌道内への進入  

を阻止する装置がなかったから，当該踏切道における軌道施設の設置に瀬庇が  

あると認定することができるが，そのような装置があったとしても，当該事故  

は発生したであろう。したがって，そのような班庇と事故の発生との間に・は因  

果由係がないのであって，鉄道企業ほ損害賠償責任を負わない。   

以上のように，幼児の事故の事件と自動車運転者の事故の事件とを解決する  

において，同⊥・の踏切道についてある事故でほ軌道施設の設置に敢庇がなく，  

偽りある事故では綬庇があると認定す亭という背理を回避しようとすれば，ど  

ちらの事故の場合に．も当該踏切道における軌道施設の設置に敢庇があると構成  

しなければならない。この考えをさらに進めれば，おそらくあらゆる踏切事故  

の場合に，軌道施設の設置に競庇があると構成しなければならないであろうと  

いうことが明らかになる。なぜなら，安全を守るうえで最高度の性能を持つ保  

安設備が設置される踏切道においでも，幼児の事故の例のように，当該事故の  

具体的事情を考慮して鉄道企業が責任を負うと判断されるべき事故の発生の可  

能性が，全くないとはいえないからである。まして，保安設備が全くなかった  

り，あったとしても警報機程度のものである踏切道ならば，その種の事故が発  

生する蓋然性がもっと大きい。要するに，あらゆる踏切道において，その種の  

事故が発生する可能性がある。現実にその種の事故が発生すれば，裁判管は．鉄   
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道企業に責任を負わせるために，当該踏切道における軌道施設の設置に戯庇が  

あると認定しなければならない。したがって，あらゆる踏切道について，軌道  

施設の設置に敢庇があると認定される可能性がある。それゆえに，当該踏功道  

における軌道施鹿の設置に壊庇がないという認定は，いかなる踏切道に・ついて  

も，前述の背理を招く可能性を生む。それを完全に回避するために・は，鉄道企  

業が責任を全く負うべきでないと考えられる種々の事故においても，当該踏切  

道に．おレナる軌道施設の設置に披庇があるという認定を，常にしなければならな  

いのである。   

もっとも，事故発生の危険性が一・定の値以下の應切道における事故の場合に  

は鉄道企業は損害賠償責任を絶対に負わないとすることも，一つのポリシーと 

して可能である。そのポリシ1一に．よれば，当該踏切道における軌道施設の設置  

にほ規庇がないと認定してよい場合も生ずる。   

しかし，それ以下ならば壌庇がないと認定されるべきであるという事故発生  

の危険性の値を，はたして明確に示すことができるであろうか。   

確かに，判例において，壊庇の有無を認定するための要素として，保安設備  

の有無・程度とともに，見通しの良否，交通量，列車回数等が示されていい  

る。しかも，数値などの具体的な資料も，個々の要素については，すでにかな  

り集積している。ところが，そのような諸要素の認定と敢庇の有無の認定との  
（17）  

結びつき方は，だいたいの傾向としては明らかだとしても，絶対的または相対  

的な基準値によって正確に示されてはいない。むしろ，すべての具体的な事情  

を考慮するという名目で，あいまいにしておく方法がとられている。判例は今  

までのところ，事故発生の危険性がどのような値以下にあれば軌道施設の設置  

にヨ毀庇はないとすべきかを，明らかにしていないのである。   

では，そのような値をいつかは示すことができるのであろうか。もっと判例  

が集積し，かつ統計学などの社会科学がもっと発達すれば，それが可能になる  

のであろうか。いや，事件の公平な解決を望むならば，それは原理的にも実現  

（17）たとえば，保安設備がない踏切道に／おいて，見通しが悪いこと，交通盈が多いこ  

と，列車回数が多いことは，軌道施設の設置に暇庇があるという認定につながりや  

すい。   
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不可能である。確かに，判例の集積と科学の発達に．よって，事故発生の危険性  

を正確に数値で表わすことが可儲になるかもしれない。しかし，事故発生の危  

険性が－・定の値以下の踏切道匿おける事故の場合には鉄道企業ほ責任を絶対に  

／ 負わないというポリシ・一によれば，事件の公平な解決をなしえない場合が生ず  

るであろう。そのポリ・ン、－・によれば，おそらく，前述の幼児の事故の例では，  

鉄道企業に．責任はなし、という結論を出すことになるであろう。その事故の例に  

おける踏切道の保安設備は最高度のものであり，したがって，おそらく事故発  

生の危険性は非常に」＼さいであろうから，もしこの事故の場合にも鉄道企業に  

責任があるという結論を出すならば，そのポリシ・－・は有名無実化し，結局，あ  

らゆる踏切事故について鉄道企業に．茸任があるとすること㌣こほぼ等しくなるで  

あろう。したが、つて，そのポリシr－・を実質的なものにするためには，幼児の事  

故の例のような場合にこそ，鉄道企業に責任ほないとしなければならない。し  

かし，その例で鉄道企業に．責任がないという結論を出すことは，公平な解決で  

なく，判例のポリシ一に反する。 

事件の公平な解決がなされる保障は，実は，鉄道企業の責任の有無を判断す  

るさいには，当該踏切道に．おける事故発生の危険性の大小という主として鉄道  

企業側に関する事情だけでなく，当該事故の他方の当事老である通行人串の具  

体的状況，すなわち，通行人皐がいかなる性質のものであるかや，当該事故発  

生についていかなる行為をしたかをも考慮することにある。したがって，鉄道  

企業が責任を負うか否かを敢庇の有無によ 

事件の公平な解決をなそうとすれば，竣庇の有無を，当該踏切道における事故  

発生の危険性の大小によってだけでなく，通行人串の具体的■状況をも考慮して  

決定しなければならないことになる。それゆえに，事故発生の危険性を数値等  

で正確に示すことが将来可儲になったとしても，それは敢庇の有無の認定に．は  

直ちには役立たない。言いかえれば，いかなる場合に踏切道に．おける軌道施設  

め設置に環庇がないと認定すべきかを，事故発生の危険性の値のみに．よって示  

すことはできないのである。しかも，環庇の有無を認定すろさいに通行人車の  

具体的状況を考慮することは，壊庇の有無を当該踏切道における事故発生の危   
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険性の大小に．よって決定すべきことに明らかに予盾する。   

結局，踏切道における軌道施設の設置に．ほ：吸庇のない場合もありうるという  

見解をとれば，敢庇の有無を事故発生の危険性の大小によって決定するという  

論理を－・質させる代わりに，事件の解決が不公平になる可能性を甘受するか，  

それとも，事件の解決を常に公平にする代わりに，競庇の有無を認定するさい  

に通行人車の具体的状況をも考慮するという論理的な誤りをあえて犯すかのい  

ずれかの道を選ばなければならない。いずれも致命的な欠陥を持つと言わざる  

をえない。  

つまるところ，やはり，すべての事故に．おいて，当該踏切道における軌道施  

設の設置㌢こ壌庇があると認定しなければならないのである。そうだとすると，  

ある踏切道における事故について鉄道企業が損害賠償責任を負うか香かを，主  

として当該踏切道に．おける軌道施設の設置に栗症があるか否かで決定すべきで  

あるとする判例の基本構造は，修正を余儀なくされる。鉄道企業の責任の有  

無は，三吸庇の有無によっででほなく，もっぱら敢庇と事故の発生との問の因果  

関係の有無によって決定零れなければなちない。   

このように判例は基本構造に修正を受けなければならないが；その修正をし  

さえすれば，環庇の有無を認定サーるさいに通行人串の具体的状況をも考慮する  

という論理的な誤りを犯すおそれが全く無ぐなることはもちろんのこと，事件  

の公平な解決も可儲になる。当該踏切道における事故発生の危険性と通行人串  

の具体的状況とのいずれもが，敢庇と事故発生との間の因果関係の有無の認定  

のさいに考慮されることになるからである。つまり，踏切事故の損害賠償請求  

事件に民法717条を適用して，公平な，かつ論理的に一山賞した解決をすること  

は可能なのである。   

しかし，「筑庇」という富美の解釈について問題が残る。′踏切道に．おける軌  

道施設の設置には常に敢症があると言うに等しいこのような「観庇」という言  

葉の用い方は，「敢症」という言葉が本来持つべき意味 

通常用いられる意味とは大きく隔っていると思われる。また，他種の事件へ民  

法717条を適用するさいの口髭庇」の解釈と整合するかも，大いに疑問であ   
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る。要するに，踏切事故の損害賠償請求者件に民法717粂を適用するならば， rL  

かなりの無理が生ずることを覚悟しなければ跨らないのである。  

Ⅴ 規範の其の姿   

このような無理が生ずるのはなぜか。それほ，この種の事件の解決に用いら  

れるべき規範が，その寡の姿を現わすことができず，民法717条の体裁を借り  

て表現されざるをえないためではないだろうか。   

では，その其の姿とはいかなるものか。それは，事件の公平な解決を表現す  

るものであるから，当該踏切道における事故発生の危険性という主として鉄道  

企業側に関する事情だけでなく，当該事故の他方の当事者である通行人串の具  

体的状況をも考慮できる梅造を持っていなければならない。   

民法717粂が適用される場合には／その両側面のうち，鉄道企業側に関する  

事情の面を中心にして構成要件が組み立てられるため，跨切道における軌道施  

設の設置上の壊庇の問題が前面に浮かび上がる。無理をはらむことになるこの  

「栗庇」という言葉を用いることを避けようとすれば，その場合とは逆に，他  

の側面である通行人孝の具体的状況の函を中心にして構成要件を組み立ててみ  

る必要がある。通行人串の具体的状況は，法的に評価されれば，事故発生につ  

いての通行人卑側の故意および過失という言葉で表現されうる。つまり，通行  

人車側に．故意または過失があるか否か，あるいほいかなる程度の過失があるか  

によって，鉄道企業に責任があるか否か，あるいは．いかなる程度の責任がある  

かを決定するという法的構成をすることができる。しかも，その法的構成ほ 

鉄道企業の責任の有無を認定するために不可欠な他面の要素たる鉄道企業側に  

関する事情，すなわち，当該踏切道に．おける事散発生の危険性の大小という要  

素が，自ら考慮されうる構造を持つ。なぜなら，事故に・ついて通行人車側に過  

失があるか否か，あるいはいかなる雀魔の過失があるかは，当該踏切道を通過  

する通行人単にとって事故防止がどの程度容易または困難であったかによって  

決まるのであるが，，その事故防止の難易は，当該踏切道における事故発生の危  

険性の大小によって大きな影響を受けるからである。とりわ仇 事故防止の難   

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ



鉄道企業の「無過失」賠償眉任  Tヱ47・－・  667  

易は通行人串が列車の通過を予め知ることが容易か否かに．よ、つて大きく左右さ  

れるから．事故発生の危険性の大小を規定す・る要素のうちのこれに関係するも  

のは，通行人串側の過失の認定にとくに大きな影響を与える。すなわち，当該  

踏切道に仁おいて保安設備があるか否か，あるいはどのような保安設備があるか  

がそれである。また，当該踏切道における見通しの良否についても，当該事故  

を発生させた当事者同士の組み合わせ，すなわち，通行人辛から列車を見る方  

向の見通しは，通行人串側の過失の認定に大きな影響を及ぼす。それに対し  

他の三つの組み合わせの見通し（たとえば通行人薄から列車と反対を見る方向  

の見通し），列車回数，あるいは道路交通量などは，通行人串側の過失の認定 l  

にはあまり関係がない。   

通行人串側に故意があれば，当該事故は通行人串側が自ら好んで引き起こし  

たものであるから，鉄道企業側の事情がいかなるものかを検討するまでもな  

くノ，鉄道企業は劇切眉任を負わないとすべきであろう。それと同様に，鉄道企  

業が事故防止のためにいかに万全の措置を尽くしたとしてもとうてい防止する  

ことができない事故についても，鉄道企業は責任を負わないとすべきであろ  

う。すなわち，事故が不可抗力に基づく場合には責任がないとすべきノであろ  

う。   

以上のように，通行人車側の故意および過失の有無または過失の程度（さら  

に不可漑カ）に・よって鉄道企業の責任の南無またほ程度を決定す－るという構成  

によって，事件を公平に解決しうることが明らかになった。次に，この構成に  

判例のポリ・シ・－を織り込んで，事件の公平な解決の可能性をより現実的なもの  

にしなければならない。   

そのためには，通行人皐側よりも鉄道企業の方こそ，もともと事故防止のた  

めに万全の措置をとるべき義務を負っているということを，規範の中心にすえ  

なければならない。通行人串が万全の注意を払えば，踏切道の存在も列車の進  

行も容易に知ることができ，それゆえに凄撒を防止できるはずであるから，踏  
（18）  

切事故のほとんどは，通行人串側の過失なしには発生しえないであろう。した  

（18）被害者が通行車両の同乗者である場合や，はね飛ばされた通行人単に．当たって被   
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が、つて，もしも通行人串側に過失があれば常に鉄道企業に責任がないとするな   

らば，ほとんどの踏切事故について，鉄道企業が責任を負わないという結果に 

なるであろう。L■かし，この結果は， 

企業が責任を負うことを公平な解津として鉄道企業の責任の範囲を拡大する判   

例のポリ・ン・一に．，全く反する。そこで，事故発生について－通行人車側に過失が   

ある場合でも，むしろ原則として鉄道企業が損害の全部について賠償責任を負   

うとすべきである。鉄道企業の責任が軽減されるのほ，通行人車側の過失の程   

度が重い場合に限られるべきである。この患過失の認定は，被害名が歩行者や   

自転車運転者である場合には惧審忙しなければならない。Lかし，被害者が乗   

用車あるいはトラック，／ミスなどの運転者のように，運転のさいに事故防止の   

ため特重い注意義務を負う老である場合には，通行人串側の藍過失を容易に認  

定してよいであちう。とくに，過失の程度が非常に重い場合には，故意の場合   

に準じて，鉄道企業を完全に免責することが，事件の公平な解決であると思わ  

れる。  

これらすべての内容を総合すれば，踏切事故の損害賠償請求事件の解決に用   

いられるべき規範の其の姿が明らかになる。それは次のとおりであろう。   

「踏切事故によって通行人串側に損害が生じた場合に，鉄道企業はその賠償   

の責を負う。ただし，事故が不可抗力または通行人串側の故意に基づくもので   

あるならば，その限りではない。事故が通行人串側の重過失に基づく場合に  
（19）（20）   

は，賠償額の一・部または全部が免除される。」   

害を受けた場合には，被害者に全く過失がないことが多い。しかし，その場合に  

も，事故発生ほ被害者以外の通行人車の故意または過失によるということがはとん  

どであろう。  
（19）川井・前掲564ペーージに，実質的濫この規範に．近い見解が主張されている。すな   

わち，踏切事故の損書賠依請求事件は，「できるだけ危険物茸任の法理による解決   

がのぞましく，民法七一七粂の適用の門戸をひろげ，具体的衡平は過失相殺等の処   

琴にゆだねることが妥当ではあるまいか（研究会でも，無人踏切での事故につき，   

原則として企業の責任を認めるべきだという有力な意見があった。）」という。  

（20）踏切事故の損害賠償問題にほ，もう一つの側面がある。鉄道企業に生じた損害  

を，通行人者側に果たして，かつどの範囲で賠依させるべきかという問題である。   

判例のポリ・シ・－をこの問題にも及ぼせば，原則として，鉄道企業自身が損害を受忍   

すべきであり，通行人串側には損害焙勝義務がないと解すべきであろう。ただし，   
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Ⅴ】現行法のもとでの望ましい法的構成  
（21）   

この規範がそのまま表現されている条文ほ，わが国の制定法にはない。した  

がって－，その規範をそのままの形で判決の理由づけに用いることはできない。  

その種の事件に．適用されるべき制定法の条文がある以上，判決の理由づけほそ  

の制定法の条文の適用の形式で表現されなければならない。   

現在の判例と学説の支配的傾向は，この規範を民法717条の枠組をもって表  

現する。しかし，この方法には，すでに述べたように，かなりの無理がある。   

私ほ，むしろ，民法709条の形式を用いる方がよいと思う。   

私が提示した規範は，嶋一・定の事故防止潜置をとりさえすれば鉄道企業は責任  

を一一・切負わないというポリシ1－を排斥する。したがって，鉄道企業が事故防止  

のために↓、かなる措置をとるべきか，とくに，当該踏切道にいかなる保安設備  

を設置すべきかを，鉄道企業の損害賠償責任の有無の決定の前提としては，問   

事故が通行人孝側の故意または重過失によ・つて発生し，かつ，鉄道企業が通行人車   

側に生じた損磐の賠依責任を全部免じられる場合には，鉄道企業が通行人皐側に損   

害賠依を請求できると解すべきであろう。  
（21）ドイツに・ほ，鉄道事故－般に関して，類似の規定がある。1871年のライヒ責任義   

務法（Reichshaftpflichtgesetz）の第一・条は，「鉄道の遅行にさいして，人が死   

亡しまたは傷害を受けたときは，その企業ほ，その事故が不可抗力または被害者自   

身の故意・過失（VeTSebulden）により生じたことを証明しないかぎり，それに．よ  

り生じた損害を賠償しなければならない。」と規定する。さらに，1940年の「物の損   

害について：の鉄道および市街電車の責任に関する法律（Gesetz tiber die Haft－   

plichtder Eisenbahnen undStraβenbahnen fiirSachschaden）」は、第1粂に，   

「鉄道またほ市街電車の運行にさいして物が毀損されたときは，その企業ほその損   

害を賠償する義務を負う。」，第2条に，「損害が不可抗力によぅて，あるいは鉄道   

または市街電車が公道の交通圏内にある場合に，鉄道または市街電車の車体または   

施設の性質の暇庇にも，装置の不調に．も基づかない不可避の事故によって生じたと   

きには，賠依義務は生じない。」，第3粂に，「損害の発生にさいして，被害者また   

ほ物に事実的な力を及ぼす老の故意・過失が競合する場合には，民法典25ま条を準   

用する。」という規定を際く。これらの規定は，原則として鉄道企業が損害賠依責   

任を負い，事故が不可親力，あるいは被害者の故意・過失に基づく場合に，責任が   

免除または軽減されるという点で，私が提示した規範と共通する。なお，これらの   

法律については，山田辰・ドイツ法概論I147ページ以下，五十嵐隠「ドイツにお ヽ   

ける不法行為法の発展一危険責任を中心に∴和一」鈴木・五十嵐・村上・概観ドイ   
ツ法195ペ1－ジ以下，浦川道太郎「ドイツにおける危険責任の発展（－）」民商法雑   

誌70巻3号83ページも参照。   
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（22）  … ＝ － ● ● ●  
題にしない。もし，結果の発生を防止するために．一一億の具体的な措置をとるべ  

く定められた義務を怠たることを「過失」と呼び，この義務を果たLたか否  

か，す－なわちこの意味での「過失」があるか否かに関係なく加害者が負う損害  

賠償責任を「無過失責任」と呼ぶならば，この規範によって加害者に負わせら  

れる賓任を革．，「無過失責任」に偲かならない。   

しかし，その規範は，踏切道に事故発生の危険性があることを前提にするだ  
●●●●●  

けでなく，鉄道企業が事故防止のために．万全の措置をとるべき非常に強い義務  

を負っていることを中心内容にしている。したがって，鉄道企業に．は常に事故  

●● 発生の予見可能性があり，かつ，発生した藩政については常にこのような抽象  
●●●●  

的な内容の義務の憐急がある。もし，このような意味での予見可儲性があり，  

かつ義務の僻怠があれば，それで「過失」と呼ぶに十分であるとするならば，  

この規範に．よって加害者に負わせられる責任ほ「過失責任」である。   

私は，民法709粂にし、う「過失」ほ．このような意味での「過失」をも含むと  

解釈すべきであると考える。そのことにより，踏切事故の損害賠償請求事件の  

解決に用いられるべき規範を，民法709粂㌣とよって構成できる。鉄道企業は踏  

切事故について常に予見しうるのであり，かつ，踏切事故が実際に．発生した場  

合には事故防止のために万全の措置をとるべき義務を怠ったのであるから，鉄  

道企業には常に過失がある。したが、つて鉄道企業は，この過失によって発生し  

た事故に．ついては，鉄道企業が事故防止のためにどんな措置をとったのか，と  

くに当該踏切道に．どんな保安設備を設置していたかに．仙切開係なく，損害賠償  

（22）それらの具体的な義務ほ，損害賠償請求権の成立の前提としでではなく，もっと   
現実的なものとして確立されるべきである。つまり，鉄道企業ほ現実にその義務を   
履行しなければならず，その義務を怠たれば，事故防止措置請求権ともいうべき権   
利が住民に．発生するとされるべきである。この権利が実定法として確立されるため   
に．は，いかなる範囲の人々がその権利を看するのか，踏切事故発生．の危険性がどの   
程度大きい踏切道に，どの程度の保安設備の設置を請求する権利があるとすべきか   
など，解決すべき多くの問題がある。しかし，その権利の有無を判断するための諸   
要素はすでに示されている。「当該踏切道における見通しの良否，交通盈，列車回   
数等の具体的状況を基礎として」事故発生の危険性の大小を判断するという，判例 J   
において従来踏切道における軌道施設の設置上の暇庇の有無の認定，あるいは鉄道   
企業の過失の前提たる鉄道企業の義務の認定について示されてきた方法は，この権   
利の有無の判断のためにこそ用いられるべきであろう。   
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責任を負う。ただし，事故が不可■抗力または通行人串側の故意に基づく場合  

は，鉄道企業が事故防止にいかに万全の措置をとっていたとしても防く“ことが  

できない場合，またはそれに準ずる場合と考えられ，それゆえにこの場合に  

は，鉄道企業の過失と事故の発生との間に因果関係がないのであるから，鉄道  

企業は責任を負わない。さらに，鉄道企業に眉任がある場合でも，通行人車側  
（23）  

に重過失があれば，過失相殺に．よって賠償額の山部ほたは全部が免除される0   

この構成においても，鉄道企業は過失を常に・犯しながら経営を行なっている  

と言うに等しい「過失」という言葉の用い方が，適当かという疑問がある◇ こ  

の限りに．おいては，この構成が「救庇」という言葉の用い方について疑問があ  

る民法717条に．よる構成よりも優れているということはできない。それにもか  

かわらず私が民法709粂による構成の方がよいと考えるのは，民法709条によ  
●●●●●  

る構成の方が，鉄道企業がもともと事故防止のために万全の措置をとるべき義  

務を負うという規範の中心内容を，より直接に表現するからである。民法717粂  

による構成の場合のように．，鉄道企業の義務の僻怠を踏切適における軌道施設  

の設置上の環庇という客体の形に変えて表現するという迂路をとる必要がない  

からである。   

なお，「過失」概念の外延のそのような拡大は，加害老の「過失」の有無に  

ょって加害者の損害賠償責任の南無を決定するという民法709条の趣旨を，没  

却してしまうのではないかという批判がなされるかもしれないが，その批判は  

当たらない。確かに，踏切事故の損害賠償請求事件については常に加害者に過  

失があるという認定がなされるべきである。しかし，私は，あらゆる種類の事  

件において「過失」をそのように解釈すべきだと言っているわけではない。い  

かなる種塀の事件であるか，そしてとくに加害葛がいかなる種類の人であるか  

によって，「過失」の内容がずいぶん異なる。したがって，加害者に過失がない  

という理由で加害者が損害賠償責任を負わないとすべき場合も多いのであるか  

（23）不法行為の損害賠償における過失相殺で、つまり民法722条第2項の解釈として，  

賠償義務者が賠倣責任を全免されることは可能かについては，沢井裕・注釈民法   

（19）365ペ・－ジ以下参照。   
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ら，民法709条の趣旨が没却されることはない。ただ，混乱を避けるために，  

加害者に．過失がある‘という認定が常になされるべきである種塀の事件に∴ついて  

は，特別の規範が制定法化されることが望ましいことほ確かである。踏切事故  

の損害賠償請求事件の解決に㌧用いられるべき真の姿として私が先に・示した文章  
（○・t）  

も，制定法化されることが望ましい。しかし！そのような制定法が存在しない  

限りは，その種の事件も，他種の事件とはっきりと区別しながらではあるが，  

民法709条によって－解決しなければならないのである。  

ⅤⅠⅠむすび  

「無過失責任」を「過失責任」によって－構成するという私の解釈論は，－∵見  

すれば奇妙であり，便宜主義的に思え．るかノもしわない。しかし，私はこの解釈  

を，安易に．行なったのでは．ないつもりである。むしろ，「過失責任」の原則の  

成立の歴史を探求し，その原則がいかなる諸事実を前提にして，いかなる思想  

に基づいて成立したのかを再検討すれば，「無過失責任」諭と共通の基盤を見  

出すことができるだけでなく，論理的にも，両責任の間に連続性があることが  

明らかに．なるのではないかと考え＼る。その場合に，「過失」の存在の前提とし  

て「義務」が存在すると考える必要があるのかも問題になるであろう。問題は  

故意・過失を対象とする論議，すなわち「責任」論に・かかわるだけでなく，  

「違法性」諭にも関係する。結局ほ，領事賠償請求権の発生原因である「不法  

行為」とは．そもそも何であるのかが問題になり，その解決は，場合によっては  

日本独特の不法行為法体系，あるいは損害賠償法体系の構築を導くのではない  

だろうか。踏切事故の損害賠償請求事件に関する私の解釈論は；その策⊥・歩で  

あると位層づけたい。  

（24）その場合，踏切事故のみについでではなく，鉄道事故全般についての規範として   
定立されてもさしつかえないであろう。   
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